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居宅介護支援 重要事項説明書

＜ ２０２４年 ４月 １日現在 ＞

１ 事業者（法人）の概要

名称・法人種別 社会福祉法人京都悠仁福祉会

代 表 者 名 理事長 武田 隆久

所在地・連絡先

（所在地） 京都府京都市伏見区深草正覚町２３番

（電話） ０７５－５６１－６５５０

（FAX） ０７５－５６１－６５５２

２ 事業所の概要

（１）事業所名称及び事業所番号

事業所名 ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所

所在地・連絡先

（所在地） 京都府宇治市宇治里尻３６番３５

（電話） ０７７４－２５－２６７５

（FAX） ０７７４－２５－１１２１

事業所番号 ２６７１２００５５４

管理者の氏名 瀧川 広治

（２）事業所の職員体制

従業者の職種
人数

（人）

区 分
常勤換算後

の人数（人）

職務の

内容等
常勤(人) 非常勤(人)

専従 非専従 専従 非専従

管理者
1

（1）

1

（1）
0.2

職員を管理し、事

業が目的にしたが

って円滑に遂行さ

れる様に業務を統

括する。

介護支援専門員
3

（3）

2

（2）

1

（1）
2.8

居宅サービス計画

の作成に関する業

務を担当する。

事務員 1 1 0.1

居宅介護支援業

務の補助及び事務

全般

＊（ ）内は主任介護支援専門員の人数
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（３）通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域 宇治市、城陽市、京都市伏見区向島、久御山町市田

※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

（４）営業日・営業時間等

営業日 平 日 土曜日

営業時間 ８：３０～１７：００ ８：３０～１７：００

※ 営業しない日： 日曜日・国民の祝日・１２月３０日～１月３日

３ サービスの内容

■ 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成等

※ 課題分析（アセスメント）の実施

※ サービス担当者会議の開催

※ ケアプランの実施状況の把握・評価（モニタリング）の実施

■ 要介護等認定の申請に係る援助

■ 給付管理業務

■ 施設入所への支援

■ サービス提供の記録

４ 費 用

要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援については、介護保険制度から全額給付さ

れるので自己負担はありません。

なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付

が行われない場合があります。その場合、利用者様は１か月につき料金表の利用料金全額

をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必

要なサービス提供証明書を発行します。

【料 金 表】

■居宅介護支援Ⅰ （地域区分 １単位：１０.４２円）

※居宅介護支援費Ⅱを算定していない場合

区 分
サービス

単位

サービス

利用料金
備 考

居宅介護 要介護１･２ １,０８６単位 １１,３１６円／月 介護支援専門員１人あた

り利用者45人未満支援費(Ⅰ) 要介護３･４･５ １,４１１単位 １４,７０２円／月

居宅介護 要介護１･２ ５４４単位 ５,６６８円／月 １人あたり利用者45人以

上60人未満支援費(Ⅱ) 要介護３･４･５ ７０４単位 ７,３３５円／月

居宅介護 要介護１･２ ３２６単位 ３,３９６円／月 １人あたり利用者60人以

上支援費(Ⅲ) 要介護３･４･５ ４２２単位 ４,３９７円／月
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■居宅介護支援Ⅱ （地域区分 １単位：１０.４２円）

※指定サービス事業所等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するた

めのシステムの活用及び事務職員の配置を行っている事業所

区 分
サービス

単位

サービス

利用料金
備 考

居宅介護 要介護１･２ １,０８６単位 １１,３１６円／月 介護支援専門員１人あた

り利用者50人未満支援費(Ⅰ) 要介護３･４･５ １,４１１単位 １４,７０２円／月

居宅介護 要介護１･２ ５２７単位 ５,４９１円／月 １人あたり利用者50人以

上60人未満支援費(Ⅱ) 要介護３･４･５ ６８３単位 ７,１１６円／月

居宅介護 要介護１･２ ３１６単位 ３,２９２円／月 １人あたり利用者60人以

上支援費(Ⅲ) 要介護３･４･５ ４１０単位 ４,２７２円／月

※その他、居宅サービス利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジ

メント業務を行なったものの、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合にモニ

タリングやサービス担当者会議等における検討必要なケアマネジメント業務や給付管理の

ための準備が行なわれ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱う事が適当と

認められるケースについて居宅介護支援費を算定します。

加算項目 サービス単位 サービス利用料金 内 容

初回加算 ３００単位 ３,１２６円／回 新規に居宅サービス計画を作

成する場合

入院時情報提供

加算（Ⅰ）

２５０単位 ２,６０５円／回 病院又診療所へ当該利用者に

係る必要な情報を入院した日

のうちに提供した場合

入院時情報提供

加算（Ⅱ）

２００単位 ２,０８４円／回 病院又診療所へ当該利用者に

係る必要な情報を入院した日

の翌日又は翌々日に提供した

場合

退院・退所加算

（カンファレンス参

加なし）

４５０単位（連携1回）

６００単位（連携2回）

４,６８９円／回

６,２５２円／回

入院・入所期間中

上限２回

当該利用者の退院又は退所に

当たって、利用者に関する必要

な情報を得た上で、居宅サービ

ス計画書作成しサービスの利用

に関する調整を行った場合

退院・退所加算

（カンファレンス参

加あり）

６００単位（連携1回）

７５０単位（連携2回）

９００単位（連携3回）

６,２５２円／回

７,８１５円／回

９,３７８円／回

入院・入所期間中

上限３回

利用者の退院又は退所に当たっ

て、利用者に関する必要な情報

を得た上で、居宅サービス計画

書作成しサービスの利用に関す

る調整を行った場合

ターミナルケアマネ

ジメント加算
４００単位 ４,１６８円／回

終末期の医療やケアの方針に関

する利用者又は家族の意向を把

握し、利用者又は家族の同意を

得た上で、死亡日及び死亡日以
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前１４日以内に２日以上在宅を訪

問し主治医や居宅サービス事業

所と連携を図りながら利用者への

支援を実施した場合

通院時情報連携加

算
５０単位 ５２１円／回

利用者が医師又は歯科医師の

診察を受ける際に同席し、医師

又は歯科医師等に利用者の心

身の状況や生活環境等の必要

な情報提供を行ない、医師又は

歯科医師等から利用者に関する

必要な情報提供を受けた上で、

居宅サービス計画（ケアプラン）

に記録した場合

■交通費

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。

それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となります。

■複写物の交付

契約者はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。複写物を必要とす

る場合には実費をご負担いただきます。

複写物を交付する場合は、以下の通りとなります。

内 容 費 用

複写物の交付 1枚につき ２０円

５ 事業所の特色等

（１） 事業の目的

事業所は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者が有する能力に応じ、可能な限り

自立した日常生活を営むために必要な居宅サービス等を適切に受けられるよう、その

心身の状況、置かれている環境、本人及び家族の希望等を勘案して｢居宅サービス計

画｣を作成するとともに、サービスの提供が確保されるように便宜を提供し、もって居

宅要介護者及びその家族の福祉の向上を図ります。

（２） 運営方針

１ 契約者の意思及び人格を尊重し、契約者の立場に立って介護等に関する相談、指導、

助言を行います。また、関係行政機関や居宅サービスを提供する事業者等と積極的に連

携しながら利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所に

ついて、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位

置付けた理由を求めることが可能であることを説明し、契約者の需要に応じた居宅サー

ビスが公正・中立に提供できるように努めるものとします。

２ 事業の運営に当たっては、地域社会や家庭との結び付きを重視し、関係行政機関、他の

居宅サービス事業所、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する事業所との
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連携に努めるものとします。

①利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医

師（入院中の医療機関の医師を含む）等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師（入院中

の医療機関の医師を含む）等に対してケアプランを交付します。

②訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング

等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから

主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な 情報伝達を行います。

③選択性の対象福祉用具（固定用スロープ、歩行車を除く歩行器、松葉杖を除く単点杖、多点

杖）の提供に当たっては、介護支援専門員が福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいず

れかを利用者が選択できることについて、利用者に対し、メリット及びデメリットを含め十分説

明を行うとともに利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意

見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行います。

④利用者の人権の擁護・虐待等の防止を図る為、従業者に対する定期的な研修の実施、

虐待防止の為の指針の整備を行い、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者

（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者

を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

⑤障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、

ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定

居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にし

ます。

⑥事業所は、感染症や災害が発生した場合でも必要な居宅介護支援を継続的に提供できる

体制確保に努めます。

⑦居宅介護支援の退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福祉用具の貸与が

見込まれる場合には、必要に応じて福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法

士等が参画できるように調整します。

⑧利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。

⑨当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用

状況は別紙の通りです。

３ 当事業所は、ＩＳＯ9001：2015（ＪＩＳ Ｑ9001：2015）の規格要求事項に従い、品質マネジメント

システムを確立し、文書化し、実施し、且つ維持することで業務の有効性を継続的に改善する。

（３） その他

事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修（外

部における研修受講を含む。）を実施する。なお、研修の機会を教育訓練計画書のとお

り設けるものとし、また、業務体制を整備する。

当事業所は介護保険法に基づく介護サービスの「情報公表」を行うほか、「特定事業所

加算Ⅲ」取得事業所です。

＊特定事業所加算Ⅲとは、次に揚げる基準のいずれにも適合する事業所です。

1 常勤かつ専従の主任介護支援専門員１名配置していること。

2 常勤かつ専従の介護支援専門員を 1以外に 2 名以上配置していること。

3 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし
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た会議を定期的に開催すること。

4 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保

していること。

5 介護支援専門員に対し、計画的に研修をしていること。

6 地域包括支援センターからの支援が困難な事例の紹介があった場合においても支援を

提供していること。

7 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。

8 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障害者、生活困窮者、難病患者等、

高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加して

いること

9 特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

10 事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該事業所の介護支援専

門員 1 人当たり居宅介護支援Ⅰの場合 45 件、居宅介護支援Ⅱの場合 50 件未満である

こと。

11 法定研修実習受入れケアマネジメントの基礎技術に関する実習等に協力体制を確保す

ること。

12 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会を実施して

いること。

13 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービ

スを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

６ サービス内容に関する苦情等相談窓口

（１）当事業所における苦情等相談窓口について

当事業所における苦情やご相談、ご要望等は、下記窓口で受け付けています。

※当事業所では、相談解決実施要綱を定め、契約者からの相談及び苦情に迅速かつ適切に

対応します。

（２） 苦情対応方法

苦情受付担当者 管理者 瀧川 広治

苦情解決責任者 施設長 高屋 範夫

受 付 時 間

月曜日から土曜日

（日曜日、国民の祝日、１２月３０日～１月３日を除く）

午前８時３０分～午後５時００分

連 絡 先 ０７７４－２５－２６７５

苦 情 受 付【苦情受付担当者】

苦情等の内容、利用者等の意向等の確認

【苦情受付担当者】
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※ 必要に応じて対応指示

（３）その他

上記以外にも各区役所、京都府国民健康保険団体連合会等でも相談及び苦情を受け付

けております。

宇治市健康長寿部介護保険課

受付時間：月曜日～金曜日（土日祝・年末年始（１２

月２９日～１月３日を除く）

８:３０～１７：００

電話番号 ：０７７４－２０－８７３１

ＦＡＸ：０７７４－２１－０４０６

京都府国民健康保険団体連合会

受付時間：月曜日～金曜日

９：００～１７：００

電話番号：０７５－３５４－９０９０

ＦＡＸ ：０７５－３５４－９０５５

城陽市保健福祉部 高齢介護課

介護保険係

受付時間：月曜日～金曜日（土日祝・年末年始（１２月

２９日～１月３日を除く）

８:３０～１７：００

電話番号：０７７４－５６－４０４３

ＦＡＸ ：０７７４－５６－３９９９

京都市伏見区役所保健福祉センター

健康福祉部健康長寿推進課

受付時間：月曜日～金曜日（土日祝・年末年始（１２月

２９日～１月３日を除く）

８：３０～１７：００

電話番号：０７５-６１１-２２７９

ＦＡＸ ：０７５－５７３－３７８５

久御山町役場民生部住民福祉課

受付時間：月曜日～金曜日（土日祝・年末年始（１２月

２９日～１月３日を除く）

８：３０～１７：１５

電話番号：０７５-６３１-９９０２

ＦＡＸ ：０７５－６３２－５９３３

担当者からの状況聴取【苦情解決責任者】 第三者委員へ報告

苦情解決の話し合い【責任者・申出人・※必要に応じて第三者委員】

苦情解決・改善経過報告【苦情解決責任者】 苦情解決結果公表

※個人情報に関するものを除く
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７ 緊急時等における対応方法

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊

急時連絡先（家族等）、居宅サービス事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。

８ 事故発生時等における対応方法

サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者

の緊急時連絡先（家族等）、居宅サービス事業者等、市町村及び京都府に連絡を行います。

９ 個人情報の保護及び秘密の保持について

※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。

※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外

の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該

家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。

10 サービス利用に当たっての留意事項

サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。

また、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び

要介護認定の有効期間）及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当

事業所にお知らせください。もし入院された場合、担当ケアマネジャーの氏名と当事業所

の連絡先を入院先医療機関に提供してください。

■緊急時等連絡先

緊急時連絡先

（家族等）

氏名（続柄） （ ）

住 所

電話番号

（携帯電話）

主治医

病院（診療所）名

所在地

氏 名

電話番号


